
                                                             

15.2 給水装置（構造・制度等）の変遷 

 

注）主に旧新潟市における変遷内容 

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

昭和30年 

以前 
給水管は鉛管が主体。但し，水道メーター以降にGPも使用 

 

 

 

 

昭和30年 

前半 

昭和30年～昭和33年 

給水管は鉛管が主体。水道メーター以降はGPが主体 

 保温材には木柱，フェルト，木座を使用 

昭和33年～ 

給水管として｢硬質塩化ビニル管（VP）｣採用 

水道メーター以降のGPと併用，その後多く使用される 

 保温材に保温筒，保温帯を採用 

昭和33年頃まで 

 3´～24´水道用遠心力砂型鋳鉄管（印ろう

管JIS.G.5522） 

昭和31年～昭和41年まで 

φ100㎜～φ700㎜水道用遠心力砂型鋳鉄管

（メカニカルA型JWWA.G.102） 

 

 

 

昭和32年6月15日 

 水道法公布 

昭和33年9月30日 

 新潟市給水条例公布 

昭和33年12月10日 

 新潟市給水条例施行規程公布 

 

昭和30年 

後半 

昭和36年4月 

丙止水栓を採用。水道メーター下流側に直結（上流側には乙止水栓）。併せて水

道メーター覆の寸法を変更 

昭和39年6月16日 新潟地震発生 

 

 

 

 

昭和40年 

年代 

昭和40年            

配止水栓覆（鋳鉄製）｢覆コンクリート受盤｣作成使用 

昭和47年7月 

立上り管に水道用鋼管15Aを使用 

 

昭和42年 

 塩化ビニル管φ100（TS継手）試験使用 

昭和42年5月25日 

 φ250mm 以上ダクタイル鋳鉄管（DIP）を採

用 

昭和43年 

 石綿セメント管（ACP）使用中止 

昭和45年4月20日 

 φ100mm～φ200mmダクタイル鋳鉄管（DIP）

を採用 

昭和49年～昭和56年 

 φ100㎜～φ250㎜タイトン管（TP）使用 

昭和41年6月 

 給水装置工事に伴う配水管の負担方法について

の内規（印鑑制度）制定 

昭和46年4月1日 

北部水道一部通水開始 

昭和46年11月 

負担金制度 

昭和48年4月 

  加入金制度 

昭和48年2月 

 給配水に係る開発行為許可基準を作成 

昭和48年9月 

  配水管工事負担金取扱要項の制定（印鑑制度廃

止） 

 

平成２５年４月１日改訂 



                                                             

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

昭和50年 

前半 

昭和51年4月～ 

給水管（引込み及び宅地メータ廻り）に鉛管使用 

 ※昭和56年3月以降はVP 

昭和51年6月 

｢乙止水栓（新潟規格）｣廃止 

丙止水栓型状寸法～副弁付丙止水栓採用 

昭和52年8月 

保温材にプロテカバーを採用 

昭和53年1月 

道路横断にＨＩＶＰを採用 

昭和54年4月1日 

φ20mm以上の分岐にサドル分水栓を使用 

昭和54年9月1日 

インサートコアの使用 

昭和54年10月20日 

φ50mmからの分岐にサドル分水栓を使用（φ100mmよりφ25mm分岐） 

 

  

昭和50年 

後半 

昭和56年 

水道メーター覆にプラスチック製水道メーター覆を採用 

昭和56年3月 

立上り管に水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（15A）を使用 

昭和56年7月 

 乙分水栓の廃止 

昭和56年9月 

舗装先行に使用する止水栓に盗水防止用副栓付止水栓φ20mm承認採用 

昭和56年10月 

ボール式止水栓使用 

昭和57年7月1日 

給水管として鉛管廃止 

 ・道路上の引込み管及び水道メーター廻り，宅地内は耐衝撃性硬質塩化ビニル管

（HIVP）を使用 

・｢フレキシブル継手｣「プラスチック製止水栓覆」の承認採用 

昭和58年7月 

 水抜き栓（不凍水栓柱）承認 

昭和55年4月 

 ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗

装異形管を採用 

 

昭和57年7月1日 

 材料検査免除 

 蛇口管類φ50mm以下継手JIS規格 

 φ50mm以下の配管材料請負制度化 

昭和58年7月1日 

 水栓パッキン取り替え有料化 

 

平成２５年４月１日改訂 



                                                             

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

 

 

昭和59年10月1日   

宅地内，立上り管に硬質塩化ビニルライニング鋼管20Aとする 

 

昭和59年 

 石綿セキメント管（ACP）製造中止 

 

 

昭和60年 

年代 

昭和62年～ 

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（PLGP-PB）採用（立上り管に使用） 

昭和63年～ 

 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（PLGP-PB）採用（φ50mm,φ40mm道路部

分及び水道メーター部，宅地内及び立上り管に使用） 

 

昭和60年3月3日 

 ソフトシール弁を採用（2種）φ350mmまで 

昭和63年 

 軟弱地盤に布設するφ400mm 以上に鎖構造

継手（S形）を採用 

昭和60年4月 

 「新潟市水道局共同住宅における水道料金の算定

の特例に関する規程」を制定し各戸検針各戸徴収を

実施 

平成元年 

↓ 

平成5年 

平成2年4月 

 仮設配水管布設工事の給水接続部を鉛管からHIVPに変更 

 

 

平成2年4月 

 配水管及び給水管に埋設シートを採用 

平成4年10月 

 消火栓覆・筐形式変更 

平成5年 共用栓が0件になる 

 

 

平成6年 

↓ 

平成10年 

平成8年9月 

 受水槽方式に定流量弁の設置（水道メーターφ40mm以上） 

平成8年12月10日 

 φ50mm以下ポリエチレン管（PP）を採用について関係課で協議を開始 

平成7年1月17日 兵庫県南部地震（阪神・淡路大地震）発生 

平成9年6月1日 

 φ50mm以下ポリエチレン管（PP）暫定使用開始 

平成10年4月1日 

・φ50mm以下の配水管と給水管に水道用ポリエチレン管（1種2層管・PP）採用 

（φ50mm,φ25mm,φ20mm道路部分及び水道メーター部に使用） 

 ・副栓付止水栓を逆止弁内蔵ボール式止水栓に変更 

 ・舗装先行は盗水防止用副栓付止水栓からボール止水栓に変更 

 

平成6年4月 

 φ50mmボール式止水栓を採用 

 配水幹線（φ400mm以上）に耐震継手を採用

（SⅡ・S形） 

平成6年6月 

 ポリエチレンスリーブ全面採用 

 仕切弁覆・筐型式変更 

平成7年 

 ・都型サドル付分水栓を採用 

 ・材料承認制度の見直し 

平成10年7月1日 

 消火栓規格変更 

 新潟市型→JWWA＆JWWA準拠品 

（φ75mm，口32，マチノ式） 

 

平成6年4月1日 

・給水装置メーター上流側（φ50mm 以下）の修

繕費用を公費支払い 

・φ200mm以下材料の請負者持ち制度 

平成6年6月 

配水管水圧試験の水圧変更（10Kgf/cm2 → 7.5 

Kgf/cm2 ） 

平成6年10月1日 

 3階直結給水導入（配水管φ100mm以上） 

平成7年4月 

仮設配水管材料請負者持ち制度（損料） 

平成7年6月1日 

 3階直結給水範囲の拡大（配水管φ50mm以上） 

平成7年11月1月 

 支給材料制を廃止，請負制に全面移行化 

平成8年4月1日 

・給水分岐（給水条例改正）φ250mm→φ300mm 

 ・配水小ブロックシステム制度化 

 ・将来型管網ブロックシステム制度 

 

 

 

平成２５年４月１日改訂 



                                                             

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

平成6年 

↓ 

平成10年 

  平成8年6月26日 

 水道法の改正 

 ・指定給水装置工事事業者制度 

 ・給水装置工事主任技術者制度 

平成9年 

 他工事に伴う給水鉛管更新工事開始 

平成9年3月19日 

 ・水道法施行令の改正 

 ・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の

制定 

平成9年9月 

 新潟市給水条例の改正 

 ・責任技術者→給水装置工事主任技術者 

平成9年10月1日 

 配水管工事材料使用承認委員会要綱及び配水管

工事材料使用承認委員会取扱い要領の制定（給・

配水使用材料の分離） 

平成10年4月 

 指定給水装置工事事業者制度の実施（指定要件の

統一，公認工事店制度廃止） 

 

平成11年 

↓ 

平成15年 

平成14年4月 

水道メーターを湿式型から乾式型に変更 

 

平成11年10月 

 φ100mm～φ300mm ダクタイル鋳鉄管Ａ型→

Ｋ型に移行 

平成12年7月 耐震管NS形を承認 

平成13年4月 

 液状化対策の地域全体に耐震管（NS，S

Ⅱ）を採用 

 

平成11年4月 

 水道メーター下流側修繕を民間業者に移行 

平成12年 

 連合給水鉛管更新事業着手 

平成12年1月 

 配水支管（新潟市震災対策避難施設及び病院施設

耐震管路計画策定） 

平成12年3月 

 「配水管布設工事負担金要綱」の制定（配水管工

事負担金取扱い要項を廃止） 

平成12年4月 

 浅層埋設化 

平成13年1月1日 黒埼町合併 

 

平成２５年４月１日改訂 



                                                             

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

平成11年 

↓ 

平成15年 

  平成13年10月1日 

・中高層直結増圧給水の導入 

・水道メーター口径規制を撤廃 

・メーター上流の修理費の公費支払いを第1止水

栓までに変更 

平成14年4月1日 

・「給水申請に係る配水管布設要綱」の制定（配

水管布設工事負担金要綱を廃止） 

・水道管路施設情報GIS稼働 

平成15年4月1日 

 貯水槽水道衛生管理指導開始 

平成16年 

↓ 

平成20年 

平成16年10月23日 新潟県中越地震発生 

平成16年12月 

・共同住宅用に水道メーターユニットを承認 

 ・合併後の新設水道メーターをJWWA規格メータ（JISねじメーター）に統一 

・φ13mm水道メーターをショートメータに変更 

平成17年4月 

直管にダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装の採用により，コアを銅コア

から密着コアに変更 

平成19年7月16日 新潟県中越沖地震発生 

 

平成17年4月 

 ・市内全域に耐震管（NS，SⅡ）を採用 

 ・直管にダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹

脂粉体塗装を採用（内面モルタルライニング

廃止） 

平成19年4月 

配水管φ75mmに水道配水用ポリエチレン管

（HPPE）を採用 

平成20年4月 

配水管及び給水管φ50mmに水道配水用ポリ

エチレン管（HPPE）を採用 

平成17年3月 

 計量法に基づく特定計量器検定検査規則の一部

改正 

平成17年3月21日 

・新潟市広域合併（12市町村） 

平成17年10月10日 巻町合併 

平成18年4月1日 

・中高層直結増圧給水をφ75㎜へ口径拡大 

 

平成21年 

↓ 

平成25年 

平成23年3月11日 東日本大震災発生 

平成24年4月1日  

φ75mmの給水管材料に水道配水用ポリエチレン管を追加 

平成25年4月1日 

 水道メーターの取付けボルトを真鍮製から SUS304 六角ボルトナット（焼付け防

止）に変更 

 

平成22年12月GX形を試験施工 

平成24年11月 

 T頭ボルトﾅｯﾄ及び六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄをSUS304(焼

付け防止)に変更 

 

平成21年6月1日 

 「指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務

処理要綱」を制定 

平成21年12月10日 

 「指定給水装置工事事業者表彰要綱」を制定 

平成22年5月18日 

 初の指定給水装置工事事業者表彰式開催 

平成23年4月1日 

 口径16mm 水道メーターの取り扱いに関する給水

条例の一部改正 

令和２年４月１日改訂 



                                                             

年 代 給水装置材料関連 配水管材料 制度等 

平成26年 

↓ 

平成30年 

平成26年11月23日 長野県神城断層地震発生 

平成27年4月1日 

 φ75㎜の配管材料は水道配水用ポリエチレン管を標準とする 

 φ100㎜以上の鋳鉄管材料はＧＸ形を標準とする 

平成28年4月14日 熊本地震発生 

平成30年1月 記録的寒波襲来 

  

平成26年4月 

 配水管φ100mm からφ250mm にGX 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ

鋳鉄管を採用 

平成28年10月 

 配水管φ300mm からφ400mm にGX 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ

鋳鉄管を採用 

平成29年5月 

消火栓・空気弁覆（丸型）を除雪対応型に

変更 

平成29年4月1日 

 給水装置一部先行工事取扱要綱の改正 

平成31年 
(令和元年) 

↓ 

 

令和元年6月18日 山形県沖を震源とする地震発生  

  

令和2年4月1日 

・サンドエロ―ジョン対策施行 

・ガス4事業者と事故防止に関する覚書締結 

令和2年4月 

 仕切弁・消火栓覆（丸型）の仕様変更 

令和元年10月1日 

 水道法の改正 

 ・指定給水装置工事事業者の指定に更新制導入 

  

令和２年４月１日改訂 



                                                             

 

 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 
 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

 

 

 



                                                             

 
 

 

 



                                                             

 
 



                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

旧新津市給水装置の変遷 
 

 

 

 

～昭和５５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和５６年～昭和６０年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

VP ユニソケ 

VP エルボ  

乙分水栓 

配水管(VP) 

・OS サドル（鉄製） 

・ギボルトチーズ 
 （VAソケット使用） 

VP ユニソケ 

VP ソケット  

(S47)   (S55) 

1972 ～ 1980  

       1980 

VP ユニソケ 

VP エルボ（ソケット） 乙止水栓 

M 

VP(HI)ユニソケ 

VP(HI)エルボ（ソケット） ボール止水栓 

or 乙止水栓 

VP(HI)ユニソケ 

VP(HI)ソケット  

VP(HI) 

ロクロ継手ソケット 

サドル付分水栓 

平成２３年４月１日改訂 



                                                             

 

昭和６１年～平成１１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１２年～平成１７年 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

ロクロ継手ソケット 

サドル付分水栓 

HI 

HI ユニソケ(ガイド付含む) 

HI エルボ（ソケット） 開閉防止の場合 

はチャケット 

(S61)   (H10) 

・逆止(リフト式)ボール止水栓 1986～1998 

(H11)   (H17) 

・開閉防止止水栓        1999～2005 

M 

PP 継手 
(分水栓用) 

サドル付分水栓 

PP 

チャケット 

フレキ継手(L=500) 

開閉防止止水栓 

平成２３年４月１日改訂 


